
 

 

  ３月１１日（金）に東北地方太平洋沖を震源とする国内最大規模の地震が発生、東北地

方においては甚大な被害が生じ、多くの方々が避難生活を余儀なくされており、長期的な
支援が必要とされています。 

5 月 9 日現在、嘉手納町に寄せられた義援金は 

嘉手納町役場 

① 団体  ２８件  ３，１５７，３６８円 

② 個人   ８件    １１２，２２９円 

③ 窓口募金箱     ３７１，３２２円 

合計  ３，６４０，９１９ 円 （日本赤十字社沖縄県支部へ） 

嘉手納町赤十字奉仕団       １，０００，０００ 円 （３月１９日・２０日街頭募金） 

嘉手納町社会福祉協議会     ３，３１５，５８２ 円 （沖縄県共同募金会へ） 

お寄せいただいた義援金及び募金は、日本赤十字社本部及び中央共同募金会等で構
成される義援金配分委員会にて、各県の被災者に配分されます。 

 これまでの義援金等へのご協力深く感謝申しあげます。 

町民皆様方の深い慈しみの心で、引き続き義援金・募金活動へのご協力をお願い申し

上げます。 

 義援金は、①｢窓口受付｣ ②｢銀行振替｣の二つの方法があります。それぞれの義援金
受付方法は次のとおりです。 

① 窓口受付 

    嘉手納町役場 １階  町民課及び福祉課窓口（仮領収書の発行あり） 

     （後ほど、日本赤十字沖縄県支部より領収書が送付されます。） 

 ※お勤めの都合で平日お越しになれない方は、月曜から金曜の午後５時以降、土日祝
祭日は庁舎警備員が義援金の受付窓口になっています。 

② 町役場に直接、お越しいただくのが難しい方は、最寄の銀行窓口にて振込用紙がご

ざいますので、日本赤十字社沖縄県支部へ振込み可能です。（必ず「東北大震災義
援金」と明記して下さい。） 

東日本大震災義援金東日本大震災義援金東日本大震災義援金東日本大震災義援金についてについてについてについて    



口座名義 日本赤十字社沖縄県支部 支部長 仲井眞 弘多 

   沖縄銀行 古波蔵支店  普通 № １２７０３１０ 

   琉球銀行 古波蔵支店  普通 №  ２７２７５９ 

   沖縄海邦 壺川支店    普通 № ５０１０８２ 

※ 上記振込手数料免除、領収書希望の方は、「領収書希望」と明記下さい。 
※ 義援金の受付 平成２３年９月３０日（金）までとなっています。 

 

 

 

 所得税法第 78 条第 2 項第 1 号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第 37 条の 2 第 1

項第 1 号及び第 314 条の 7 第 1 項第 1 号の規定に基づく寄付金控除、法人税法第 37 条

第 3 項第 1 号の規定に基づく損金として扱われます。 

※税の軽減を受けるためには、義援金の受領書の添付など所定の手続きが必要です。受

領書の発行を希望される方は、お手数ですが、下記お問い合わせ先まで、郵便番号、住所、

氏名、電話番号、振込先金融機関、振込日、振込金額等をお知らせ願いします。 

     日本赤十字社沖縄県支部 事業推進課 

          那覇市与儀１－３－１ 電話 098-835-118 

 

 

税法上税法上税法上税法上のののの措置措置措置措置    


